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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車に搭載されるナビゲーション装置であって、
　前記自動車前方の、当該自動車が現在走行している道路の、当該自動車が現在走行して
いる車線と走行方向が同じ各車線を対象車線として、二つの対象車線間の位置のみを対象
位置として、当該対象位置に存在する、路上に設置された、当該二つの対象車線を分岐さ
せる物体を、分岐物として検出する分岐物検出手段と、
　前記分岐物検出手段が検出した分岐物の位置を分岐位置として、当該分岐位置における
、前記各対象車線の分岐を案内する分岐案内手段とを有し、
　前記分岐物検出手段は、道路と各道路の走行方向毎の車線数を定義した地図データに定
義されている道路のうちの当該自動車の現在位置が位置する道路の、前記地図データに定
義されている当該自動車が現在走行している走行方向の車線数を対象車線数として、当該
自動車に搭載されているカメラで撮影された当該自動車前方の画像に対する区画線認識処
理によって認識した当該自動車が現在走行している道路の車線のうちの、当該自動車が現
在走行している道路の左側から対象車線数分の数の車線の各々を、前記自動車が現在走行
している車線と走行方向が同じ各車線として、前記分岐物を検出することを特徴とするナ
ビゲーション装置。
【請求項２】
　自動車に搭載されるナビゲーション装置であって、
　前記自動車前方の、当該自動車が現在走行している道路の、当該自動車が現在走行して
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いる車線と走行方向が同じ各車線を対象車線として、二つの対象車線間の位置のみを対象
位置として、当該対象位置に存在する、路面に描かれた車線間の境界を示す道路上の区画
線の、前記自動車の進行方向に向かって末広がりに拡大している部分を、分岐物として検
出する分岐物検出手段と、
　前記分岐物検出手段が検出した分岐物の位置を分岐位置として、当該分岐位置における
、前記各対象車線の分岐を案内する分岐案内手段とを有し、
　前記分岐物検出手段は、道路と各道路の走行方向毎の車線数を定義した地図データに定
義されている道路のうちの当該自動車の現在位置が位置する道路の、前記地図データに定
義されている当該自動車が現在走行している走行方向の車線数を対象車線数として、当該
自動車に搭載されているカメラで撮影された当該自動車前方の画像に対する区画線認識処
理によって認識した当該自動車が現在走行している道路の車線のうちの、当該自動車が現
在走行している道路の左側から対象車線数分の数の車線の各々を、前記自動車が現在走行
している車線と走行方向が同じ各車線として、前記分岐物を検出することを特徴とするナ
ビゲーション装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載のナビゲーション装置であって、
　前記分岐案内手段は、前記分岐位置周辺の道路地図を表示することにより、当該分岐位
置における、前記各対象車線の分岐を案内することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項４】
　請求項１または２記載のナビゲーション装置であって、
　前記分岐案内手段は、前記分岐位置における、前記各対象車線の分岐を案内する音声を
出力することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項５】
　請求項１記載のナビゲーション装置であって、
　前記分岐物検出手段は、前記自動車前方を走査するレーダ装置もしくは前記カメラを用
いて前記分岐物を検出することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項６】
　自動車に搭載されるナビゲーション装置において車線の分岐を案内する案内方法であっ
て、
　前記ナビゲーション装置が、前記自動車前方の、当該自動車が現在走行している道路の
、当該自動車が現在走行している車線と走行方向が同じ各車線を対象車線として、二つの
対象車線間の位置のみを対象位置として、当該対象位置に存在する、路上に設置された、
当該二つの対象車線を分岐させる物体を、分岐物として検出する分岐物検出ステップと、
　前記ナビゲーション装置が、検出した分岐物の位置を分岐位置として、当該分岐位置に
おける、前記各対象車線の分岐を案内する案内ステップとを有し、
　前記分岐物検出ステップにおいて、道路と各道路の走行方向毎の車線数を定義した地図
データに定義されている道路のうちの当該自動車の現在位置が位置する道路の、前記地図
データに定義されている当該自動車が現在走行している走行方向の車線数を対象車線数と
して、当該自動車に搭載されているカメラで撮影された当該自動車前方の画像に対する区
画線認識処理によって認識した当該自動車が現在走行している道路の車線のうちの、当該
自動車が現在走行している道路の左側から対象車線数分の数の車線の各々を、前記自動車
が現在走行している車線と走行方向が同じ各車線として、前記分岐物を検出することを特
徴とするナビゲーション装置における案内方法。
【請求項７】
　自動車に搭載されるナビゲーション装置において車線の分岐を案内する案内方法であっ
て、
　前記ナビゲーション装置が、前記自動車前方の、当該自動車が現在走行している道路の
、当該自動車が現在走行している車線と走行方向が同じ各車線を対象車線として、二つの
対象車線間の位置のみを対象位置として、当該対象位置に存在する、路面に描かれた車線
間の境界を示す道路上の区画線の、前記自動車の進行方向に向かって末広がりに拡大して
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いる部分を、分岐物として検出する分岐物検出ステップと、
　前記ナビゲーション装置が、検出した分岐物の位置を分岐位置として、当該分岐位置に
おける、前記各対象車線の分岐を案内する案内ステップとを有し、
　前記分岐物検出ステップにおいて、道路と各道路の走行方向毎の車線数を定義した地図
データに定義されている道路のうちの当該自動車の現在位置が位置する道路の、前記地図
データに定義されている当該自動車が現在走行している走行方向の車線数を対象車線数と
して、当該自動車に搭載されているカメラで撮影された当該自動車前方の画像に対する区
画線認識処理によって認識した当該自動車が現在走行している道路の車線のうちの、当該
自動車が現在走行している道路の左側から対象車線数分の数の車線の各々を、前記自動車
が現在走行している車線と走行方向が同じ各車線として、前記分岐物を検出することを特
徴とするナビゲーション装置における案内方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車に搭載されるナビゲーション装置において分岐を案内する技術に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車に搭載されるナビゲーション装置において分岐を案内する技術としては、目的地
までの間に設定した誘導経路に従って、右左折等により進行方向を変更すべき交差点に自
動車が接近したときに、当該交差点の誘導経路に沿った通過方向を、ユーザに対して、当
該通過方向を表した交差点の拡大地図を表示装置に表示することにより案内したり、当該
通過方向を伝える音声メッセージをスピーカから出力することにより案内する技術が知ら
れている（たとえば、特許文献１）。
【特許文献１】特開2005-147697号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　さて、現実の道路においては、交差点以外にも、ユーザが進行方向の選定を迷い易い道
路の分岐が存在する。たとえば、上り二車線よりなる道路において上りの車線間に橋脚が
存在する場合や、上り複数車線よりなる道路において、一部の上り車線がアンダーパスと
して形成されている場合などである。
【０００４】
　そして、前記従来の技術によれば、右左折等により進行方向を変更すべき交差点では、
当該交差点をどのように通過すれば良いかをユーザに対して案内することができるが、こ
のような交差点ではない分岐については、その通過方向をユーザに対して案内することが
できない。
【０００５】
　そこで、本発明は、ユーザの、交差点でない分岐における進行方向の選定を支援するこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題達成のために、本発明は、自動車に搭載されるナビゲーション装置に、前記自
動車前方の、当該自動車が現在走行している道路の、当該自動車が現在走行している方向
の各車線を対象車線として、二つの対象車線間に存在する当該二つの対象車線を分岐させ
る物体を、分岐物として検出する分岐物検出手段と、前記分岐物検出手段が検出した分岐
物の位置を分岐位置として、当該分岐位置における、前記各対象車線の分岐を案内する分
岐案内手段とを設けたものである。
【０００７】
　また、前記課題達成のために、本発明は、自動車に搭載されるナビゲーション装置に、
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前記自動車前方の、当該自動車が現在走行している道路の、当該自動車が現在走行してい
る方向の各車線を対象車線として、二つの対象車線間に存在する当該二つの対象車線を分
岐させる形状を有する道路標示を、分岐物として検出する分岐物検出手段と、前記分岐物
検出手段が検出した分岐物の位置を分岐位置として、当該分岐位置における、前記各対象
車線の分岐を案内する分岐案内手段とを備えたものである。
【０００８】
　これらのようなナビゲーション装置によれば、自動車が現在走行している方向の複数の
車線が、車線間に存在する橋脚等によって分岐している箇所に自動車が接近したときに、
これを車線間の物体や道路標識より検出して、当該分岐をユーザに対して案内することが
できる。したがって、本発明によれば、このような、交差点ではないユーザが進行方向の
選定を迷い易い道路の分岐について、ユーザに対する案内を行うことができるようになる
。
【０００９】
　ここで、以上のナビゲーション装置は、前記分岐案内手段において、前記分岐位置周辺
の道路地図を表示することにより、当該分岐位置における、前記各対象車線の分岐を案内
するように構成してもよいし、前記分岐案内手段において、前記分岐位置における、前記
各対象車線の分岐を案内する音声を出力するように構成してもよい。また、以上のナビゲ
ーション装置は、前記自動車前方を走査するレーダ装置もしくは前記自動車前方を撮影す
るカメラを前方センサとして備え、前記分岐物検出手段において、前記前方センサを用い
て前記分岐物を検出するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　以上のように、本発明によれば、ユーザの、交差点でない分岐における進行方向の選定
を支援することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
　図１ａに、本実施形態に係るナビゲーションシステムの構成を示す。
　図示するように、ナビゲーションシステムは、ナビゲーション装置１と、操作部２と、
表示装置３と、車両状態センサ４と、ＧＰＳ受信機５と、スピーカ６と、カメラ７と、レ
ーダ装置８とを備えている。ここで、車両状態センサ４は、角加速度センサや地磁気セン
サなどである方位センサや、車速パルスセンサなどである車速センサなどの車両状態を検
出する各種センサ群である。また、レーダ装置８とカメラ７は、図１ｂに示すように車両
前部に設置され、カメラ７は車両前方を撮影し、レーダ装置８は車両前方に存在する物体
を検出する。
【００１２】
　次に、図１ａに示すように、ナビゲーション装置１は、地図データ記憶部１１、現在状
態算出部１２、ルート探索部１３、操作部２や表示装置３を用いたＧＵＩをユーザに提供
するＧＵＩ制御部１４、制御部１５、案内画像生成部１６、周辺監視部１７、音声出力部
１８とを有している。
【００１３】
　ここで、地図データ記憶部１１には、地図を表す地図データが記憶されている。また、
周辺監視部１７は、カメラ７が撮影した車両前方の画像やレーダ装置８が検出した車両前
方の物体に基づいて、車両前方の状況を監視する。
　そして、ナビゲーション装置１の現在状態算出部１２は、車両状態センサ４やＧＰＳ受
信機５の出力から推定される現在位置に対して、地図データ記憶部１１から読み出した地
図データが示す、前回決定した現在位置の周辺の地図とのマップマッチング処理などを施
して、現在位置を算定する処理を繰り返し行う。
【００１４】
　また、制御部１５は、ユーザの目的地設定要求に応じて、ユーザから操作部２、ＧＵＩ
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制御部１４を介して目的地の設定を受け付け、目的地までの推奨ルートをルート探索部１
３に探索させる。ルート探索部１３は、必要地理的範囲の地図データを地図データ記憶部
１１から読み出し、現在状態算出部１２が算出している現在位置から目的地までの最小コ
ストの経路を、距離最小などの所定のコストモデルに基づいて推奨ルートとして算出する
。
【００１５】
　また、制御部１５は、現在位置や予め設定された地図表示縮尺に応じて、地図表示範囲
を算定し、案内画像生成部１６に、算定した地図表示範囲内の地図を含む案内画像の描画
を指示する。案内画像生成部１６は、案内画像の描画の指示を受けると、地図データ記憶
部１１に格納されている地図データより、地図表示範囲内の地図を表す地図画像を生成す
る。そして、生成した地図画像上に、現在位置を表す現在位置アイコンや、推奨ルートを
表す推奨ルート図形や、目的地を表す目的地アイコンを描画して案内画像を完成させ、Ｇ
ＵＩ制御部１４を介して表示装置３に表示する。
【００１６】
　また、制御部１５は、推奨ルートに従って走行する場合に右左折等により進行方向を変
更すべき交差点に現在位置が接近したときに、案内画像生成部１６に、当該交差点の誘導
経路に沿った通過方向を表した交差点の拡大地図の生成及びＧＵＩ制御部１４を介した表
示装置３への表示を行わせたり、音声出力部１８に、当該交差点の通過方向を案内する音
声メッセージをスピーカ６から出力させる処理なども行う。
【００１７】
　以下、このようなナビゲーションシステムにおいて、制御部１５が行う異形分岐案内処
理について説明する。
　図２に、この異形分岐案内処理の手順を示す。
　図示するように、この処理では、まず、自車前方に存在する、現在走行している道路の
現在走行している方向（上り方向/下り方向）の車線数を識別する（ステップ２０２）。
ここで、地図データ記憶部１１に記憶されている地図データは、各道路区間の上り/下り
方向の車線数の情報を含んでおり、ステップ２０２では、現在状態算出部１２が算出した
現在位置が位置する道路区間の、現在位置の履歴もしくは車両状態センサ４の出力より求
まる現在の車両の進行方向となっている方向の車線数を、地図データに基づいて識別する
。
【００１８】
　そして、次に、周辺監視部１７において、カメラ７で撮影した車両前方の画像に対する
道路上の区画線（黄線や白線などの中央線や車線境界線）認識処理を施して自車前方に存
在する各車線を識別し、識別した車線の内の、左側から選定した、ステップ２０２で算出
した車線数分の車線を、自車前方の現在走行している道路の現在走行している方向の車線
として識別する（ステップ２０４）。
【００１９】
　なお、以上のステップ２０２と２０４は、地図データが上述のような車線数の情報を含
むものでない場合には、周辺監視部１７において、カメラ７で撮影した車両前方の画像に
対する区画線認識処理を施して自車前方に存在する各車線を認識すると共に、車両前方に
存在する各車線の内の、当該車線上に自車と同方向に走行している車両が存在する車線を
、自車前方の現在走行している道路の現在走行している方向の車線として識別する処理に
置き換えるようにしてもよい。なお、この場合において、自車前方の各車線上の自車と同
方向に走行している車両の存在の有無は、レーダ装置８による自車前方の自車と同方向に
移動している物体の検出の有無や、カメラ７が撮影した画像に対する画像認識処理によっ
て識別した、自車前方の自車と同方向を向いている他車の存在の有無に応じて判定するこ
とができる。ただし、カメラ７で撮影した車両前方の画像に対する区画線認識処理によっ
て、中央線を識別できた場合には、中央線よりも自車側の車線数を、自車前方の現在走行
している道路の現在走行している方向の車線数として識別するようにすることもできる。
【００２０】
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　さて、以上のようにして、自車前方の現在走行している道路の現在走行している方向の
車線を識別したならば、自車前方の識別した車線間に車線分岐物が存在するかどうかを調
べる（ステップ２０６）。ここで、このステップ２０６では、周辺監視部１７において、
カメラ７が撮影した画像に対する所定の画像認識処理やレーダ装置８が検出した物体に対
する解析処理を行うと共に、これらの画像認識処理や解析処理の結果より、図３ａや図３
ｂに示すように、自車３００前方の現在走行している道路の現在走行している方向の車線
間に、橋脚３０１などの路上設置物が存在することが推定される場合に、当該路上設置物
３０１を車線分岐物として、自車前方の識別した車線間に車線分岐物が存在すると判定す
る。また、このステップ２０６では、周辺監視部１７においてカメラ７が撮影した画像に
対する区画線認識処理を行うと共に、この区画線認識処理の結果より、図３ａに示すよう
に、自車３００前方の現在走行している道路の現在走行している方向の車線間の境界を示
す道路上の区画線が自車から見て末広がりに拡大している箇所３０２、すなわち、車線の
間の距離が離れていく箇所が存在することが推定された場合に、当該区画線が自車から見
て末広がりに拡大している箇所３０２を車線分岐物として自車前方の識別した車線間に車
線分岐物が存在すると判定する。
【００２１】
　そして、ステップ２０６において、自車前方の識別した車線間に車線分岐物が存在しな
いと判定された場合には、ステップ２０２からの処理に戻る。
　一方、ステップ２０６において、自車前方の識別した車線間に車線分岐物が存在すると
判定された場合には、当該車線分岐物の位置を特定し、特定した車線分岐物の位置周辺の
地図データを地図データ記憶部１１より取得し、取得した地図データに基づいて、特定し
た車線分岐物の位置における車線の分岐の案内を行う（ステップ２０８）。この案内は、
表示装置３の案内画像の表示上に異形分岐案内ウインドウを設定すると共に、案内画像生
成部１６に、特定した車線分岐物位置周辺の道路の形状や配置を詳細に表した拡大地図の
生成と、生成した車線分岐物周辺の拡大地図のＧＵＩ制御部１４を介した異形分岐案内ウ
インドウへの表示を行わせることにより実行する。
【００２２】
　そして、現在状態算出部１２が算出する現在位置が、先に特定した車線分岐物の位置を
通過するのを待って（ステップ２１０）、ステップ２０２からの処理に戻る。なお、この
ようにステップ２０２に戻る際に、表示装置３の案内画像の表示上に設定した異形分岐案
内ウインドウは閉じるようにする。
【００２３】
　図３ｃは、このようにしてステップ２０８で表示される異形分岐案内ウインドウ３１０
を表したものであり、図示するように、異形分岐案内ウインドウ３１０内には、図３ａの
車線分岐物３０１／３０２周辺の地図が拡大された拡大地図が表示されている。また、こ
の例では、拡大地図上において、車線分岐物位置で分岐する現在走行している方向の各車
線の進行方向を、車線毎に車線に沿って示す矢印３１１も表示するようにしている。
【００２４】
　ここで、このような拡大地図によれば、この拡大地図によって表される車線分岐物周辺
の道路の形状や配置より、車線分岐物位置における分岐がどのように車線を分岐するもの
であるのかを、ユーザは直ちに把握することができる。したがって、ユーザは、このよう
な車線分岐物位置における分岐において、進行方向の選定を迷わずに行うことができるよ
うになる。
【００２５】
　なお、図３ｃにおいて、異形分岐案内ウインドウ３１０の下に表示されているのは、前
述した案内画像３２０であり、この案内画像３２０は、地図を表す地図画像３２１上に、
現在位置アイコン３２２や推奨ルート図形３２３が表されたものとなっている。
　以上、異形分岐案内処理について説明した。
　ところで、以上の異形分岐案内処理では、ステップ２０８において車線分岐物周辺の拡
大地図を表示することにより、上述した車線分岐物位置における車線の分岐の案内を行う
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ようにしたが、このステップ２０８では、このような表示に代えて、または、このような
表示と併せて、音声による車線分岐物位置における車線の分岐の案内を行うようにしても
よい。すなわち、この場合には、ステップ２０８において音声出力部１８に、たとえば、
「前方の分岐を、このまま直進です」、「前方の分岐のどちらを通ってもかまいません」
、「道路に、再合流する分岐があります」といったような音声メッセージをスピーカ６に
出力させるようにする。
【００２６】
　以上、本発明の実施形態について説明した。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施形態に係るナビゲーションシステムの構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の実施形態に係る異形分岐案内処理を示すフローチャートである
【図３】本発明の実施形態に係る異形分岐案内処理の処理例を示す図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１…ナビゲーション装置、２…操作部、３…表示装置、４…車両状態センサ、５…ＧＰ
Ｓ受信機、６…スピーカ、７…カメラ、８…レーダ装置、１１…地図データ記憶部、１２
…現在状態算出部、１３…ルート探索部、１４…ＧＵＩ制御部、１５…制御部、１６…案
内画像生成部、１７…周辺監視部、１８…音声出力部。
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